
 

 

石内東自治会自主防災会規約 

 

（目 的） 

第１条 この会は、地震、風水害、火災その他の災害による被害を未然に防止し、及

び被害を軽減するため、石内東自治会の住民が隣保協同の精神に基づき自主防災活

動を推進することを目的とする。 

（事 業） 

第２条 この会は､前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

⑴ 火災予防その他の災害予防に関すること。 

⑵ 防災知識の普及に関すること 

⑶ 防災訓練の実施に関すること 

⑷ 災害発生時における情報の収集伝達、初期消火、避難誘導等応急対策に関する

こと。 

⑸ その他必要と認めること。 

（防災計画） 

第３条 この会は、前条の事業を円滑に推進するため、防災計画を作成する。 

（適用） 

第４条 この規約は、令和 ２年 ７月 １日から適用する。 



別紙２ 

 

石内東自治会自主防災会防災計画 

 

１ 組 織 

 

 

  

 

 

 

 

 

２ 役 割 

 

 
役               割 

平      常      時 災   害   時 

会長 

副会長 

１ 会の総括及び運営指導を行う。 

２ 行政との連絡を行う。 

１ 防災関係機関との連絡調整を行う。 

総務部 

１ 防災意識を高めるため、次の事項を必要

に応じて行う。 

  ・パンフレット等の配布、閲覧 

・防災教室等の開催 

 

２ 地域内において、次の事項を年２回以上

点検する。 

  ・災害時に危険な場所 

  ・消火や避難の妨げになるもの 

 

３ 防災計画、避難計画を作成する。 

 

１ 情報の収集伝達を行う。 

 

2 初期消火等、災害被害を最小限度にくい止め

る活動を行う。 

 

3 避難誘導を行う。 

 

班長 

１ 各家庭に、定期的に火災予防を呼びかけ

る。 

１ 各班員の避難誘導、安否確認を行う。 

 

会 長 副会長 班長 総務部 

本 部 
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